
   廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号） 

 （都道府県廃棄物処理計画） 

第５条の５ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減

量その他その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における

廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

 二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項 

 三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 

 四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

３ 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ

め、環境基本法（平成５年法律第91号）第43条の規定により置かれる審議会その他の合

議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。 

４ 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表するよう努めなければならない。 

 （都道府県廃棄物処理計画の達成の推進） 

第５条の６ 国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努め

るものとする。 

 

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号） 

 （都道府県廃棄物処理計画） 

第１条の２の２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」

という。）第５条の５第２項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。  

 一 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。  

 二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定めるこ

と。 

  イ 廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分

量その他その処理の現状 

  ロ 廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出の抑制、再生利用、中間処理、最終処分

（法第12条第５項に規定する最終処分をいう。以下同じ。）その他その適正な処理に

関する目標 

  ハ ロに掲げる目標を達成するために必要な措置 

  ニ 廃棄物の不適正な処分の防止のために必要な監視、指導その他の措置に関する事

項 

 三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項

を定めること。 

  イ 一般廃棄物の広域的な処理に関する事項 

参考４ 



  ロ 一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な市町村間の調整その他の技術的

援助に関する事項 

 四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。 

  イ 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物の処理施設の確保の

ための方策 

  ロ 産業廃棄物の処理施設の整備に際し配慮すべき事項 

 

   循環型社会形成推進基本法(平成12年６月２日法律第110号) 

（地方公共団体の責務） 

第10条 地方公共団体は、基本原則にのっとり、循環資源について適正に循環的な利用及

び処分が行われることを確保するために必要な措置を実施するほか、循環型社会の形成

に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条

件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 


